
●平成２８年度　就学援助実施状況

課税所得等
の分類

基準額の時
期

28 28 22 26 26 26 24 24 25 7 5 15 22 9 7 11 12 2 1 1 0 19 0 0 19 2 28

山梨県 甲府市 甲府市教育委員会　学事課　学事係 055-223-7322

http://www.city.kofu.yamanashi.jp/g
akuji/kyoiku/kyoiku/shugaku/enjose
ido.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 3年前の年度 373

保護者が不慮の災害,事故及び疾病等によりその世帯の生計に
著しい変化を生じ,生活が困難と認められる者

給与収入（税込）だけでなく,児童扶養手当や児童手当の
金額,非課税の障害年金,遺族年金等についても収入とし
て審査をしている。生活保護基準については,これまで当
該年度の4月1日の基準を使用していたが,現在は基準見
直しに伴う影響へ対応するため,平成25年4月1日現在の
基準を使用している。

15%未満

山梨県 富士吉田市 教育委員会　学校教育課 0555-22-1111 http://web.fujinet.ed.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 3年前の年度 324 10%未満

山梨県 都留市 学校教育課 0554-43-1111(内線213) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
その他教育長が,就学援助が必要と認める者

15%未満

山梨県 山梨市 学校教育課 0553-22-1111

http://www.city.yamanashi.yamanas
hi.jp/citizen/guide/educat/school/s
yugakusyorei.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

民生委員による判定

15%未満

山梨県 大月市
大月市教育委員会　学校教育課　学校
教育担当 0554-23-8047

http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/
kosodate/gakkou/enjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

山梨県 韮崎市 教育課　学校教育担当 0551-22-1111(内線264) http://www.city.nirasaki.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

学校長の意見書等により生活が困難であると教育委員会が特
に認めた場合

15%未満

山梨県
南アルプス
市 教育委員会　教育総務課 055-282-7777

http://www.city.minami-
alps.yamanashi.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満

山梨県 北杜市 北杜市教育委員会　教育総務課 0551-42-1371
http://www.city.hokuto.yamanashi.jp
/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満

山梨県 甲斐市 教育部学校教育課 055-278-1696 http://www.city.kai.yamanashi.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

教育委員会が特に必要と認定した世帯（学校及び民生委員の意
見書の内容と世帯全員の所得により認定）

10%未満

山梨県 笛吹市 教育委員会　学校教育課　学務担当 055-261-3337 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 その他 300

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額算定に用いる保護基準額
【基準額の時期】平成24年12月末日

15%未満

山梨県 上野原市 学校教育課　教育総務担当 0554-62-3408
http://www.city.uenohara.yamanashi
.jp/gakkokyoiku/shugakuenjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・世帯構成資金貸付制度による貸付
・上野原市立小・中学校長又は民生（児童）委員が特に援助を必
要と認める状態にある者

10%未満

山梨県 甲州市 教育総務課 0553-32-1412

http://www.city.koshu.yamanashi.jp/
kenkou_fukushi_kyouiku/kyouiku/det
ail/就学援助 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

民生委員証明及び学校長意見書を受領し特別支援教育就学奨
励事業の需要額に1.2を乗じて得た額未満

15%未満

山梨県 中央市 教育委員会　教育総務課 055-274-8521
http://www.city.chuo.yamanashi.jp/s
ougou/soshiki.php?id=8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

児童扶養手当所得制限額を準用
15%未満

山梨県 市川三郷町 教育総務課 055-272-6093
http://www.town.ichikawamisato.ya
manashi.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 前年度 250

両親ともに失業,又は,両親ともに病気療養等の場合,民生委員等
の所見をもとに地教委判断により認定するケースあり

15%未満

山梨県 早川町 早川町教育委員会 0556-45-2547
http://www.town.hayakawa.yamanas
hi.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0%未満

山梨県 身延町
身延町教育委員会学校教育課学校教
育担当 0556-20-3016 http://www.town.minobu.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

特別な経済的理由で就学困難と教育委員会が認める場合。
15%未満

山梨県 南部町 学校教育課 0556-64-4842 http://www.town.nanbu.yamanashi.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

民生委員・児童委員及び学校長が生活状態が悪いと認めた世
帯 10%未満

山梨県 富士川町
富士川町教育委員会　教育総務課　総
務学校担当 0556-22-5361

http://www.town.fujikawa.yamanashi
.jp/ ○ ○ 10%未満

山梨県 昭和町 昭和町教育委員会　学校教育課 055-275-8631
http://www.town.showa.yamanashi.j
p/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

教育長が援助が必要と認める者
10%未満

山梨県 道志村 道志村教育委員会 0554-52-1020 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5%未満

山梨県 西桂町 教育委員会・学校教育係 0555-25-2941 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
失業・休業・災害・病気

10%未満

山梨県 忍野村 教育委員会 0555-84-2042
http://www.vill.oshino.lg.jp/docs/20
13010703210/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他教育長が,就学援助が必要と認める者
5%未満

山梨県 山中湖村 山中湖村教育委員会 0555-62-3813 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
その他教育委員会が就学援助を必要であることを認めた者

5%未満

山梨県 鳴沢村 教育委員会　教育課 0555-85-2606
http://www.vill.narusawa.yamanashi.j
p/forms/info/info.aspx?info_id=7050 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

教育長が援助が必要と認める者
5%未満

山梨県
富士河口湖
町 教育委員会学校教育課 0555-72-6052 http://www.fujikawaguchiko.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

学校長意見書,民生委員証明書により認定

10%未満

山梨県 小菅村 小菅村教育委員会 0428-87-0111 ○ ○ ○ ○ ○ 0%未満

山梨県 丹波山村 教育委員会 0428-88-0211
http://www.vill.tabayama.yamanashi.j
p/ ○

平成２４年度から義務教育に関わる教材費・給食費・修学旅行
費・校外学習費等の無償化

0%未満

山梨県
河口湖南中
学校組合 教育委員会事務局 0555-72-1822 http://konan-jh.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他特別な事情のある者(事情を記入し必要に応じて校長意
見書・民生委員の証明書を添付すること。）

10%未満

その他（補足事項等）

Ⅰ　平成２８年度　準要保護認定基準
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山梨県
河口湖南中
学校組合

該当団体数

都道府県 市町村名

ケに○をした場合,その内容

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ

教育
委員
会の
ウェブ
サイト
に掲
載

自治
体の
広報
誌等
に記
載

就学
案内
の書
類記
載

入学
時に
学校
で就
学援
助制
度の
書類
配付

毎年
度進
級時
に学
校で
書類
配付

各学
校に
対して
書面
周知

教職
員向
け説
明会
実施

保護
者向
け説
明会
実施

その
他

次年度認定
基準の時期

その他 当該年度・当
初の認定時
期

その他

当該
年度・
追加
認定
の有
無

当該年度・追加認定の時期

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額
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13 6 6 17 22 16 1 0 6 6 28 8 28 2 28 26 2 2 0 3 3 3 18 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 20 20 0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・ラジオ（甲府市「声の広報」）による周知
・甲府市役所に設置してある大型ビジョンを利用した
制度案内

その他 随時 6月中旬 有

毎月初め,随時。追加認定は当該年
度内であれば申請可能であるが,申
請を受け付けた月からの認定とな
る。（遡及認定は認めていない。） ○ 13,650 7,500 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の2月 6月初旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ その他 認定規定の変更を行った場合のみ 4月 有
追加申請があれば随時追加の認定
を行う ○ ○ 19,900

○ ○ ○ ○
前年度の12
月 6月初旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の3月 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○
前年度の11
月 6月中旬 有

追加で申請書の提出があれば,随
時,認定する ○ 13,270 ○ 19,900

○ ○ ○ ○ ○

就学時健康診断時に保護者に対して就学援助制度
を書面で周知

前年度の3月 6月下旬 有 随時 ○ 13,200 ○ 19,900

○ ○ ○ ○

・各学校において全校生徒に案内文書を配布
・各学校で実施する家庭訪問時に保護者に案内文
書を配布 前年度の12

月 8月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有 月1回の定例教育委員会 ○ 6,270 ○ 17,730

○ ○ ○ 前年度の3月 6月中旬 有 申請受付をした翌月から認定 ○ 13,650 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ その他 未定 5月下旬 有
随時申請可
教育委員会定例会で審査し,決定 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ 前年度の1月 6月下旬 有 随時 ○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470

○ ○ 前年度の1月 7月 有 随時 ○ 13,695 ○ 19,900

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 4月 有

保護者から申請書が提出され次第,
その都度審査を行い認定の可否を
決定 ○ 5,550 ○ 9,950

○

義務教育費無償化のため,就学援助制度を実施していない

その他
義務教育費無償化のため,就学援
助制度を実施していない その他

義務教育費無償化のた
め、就学援助制度を実
施していない

無

○ ○ その他 未定 6月中旬 有 随時 ○ 3,300

○ ○ ○ 前年度の3月 4月 有 随時 ○ 11,000 ○ 19,900

○ ○ ○
前年度の12
月 6月下旬 有 随時 ○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○
前年度の11
月 8月 有

毎月中旬に行う定例教育委員会に
て随時認定審査 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○
前年度の12
月 4月 有 随時 ○ 11,100 ○ 19,900

○ その他 要綱改正時 4月 有 追加申請日の翌月１日 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ ○
前年度の12
月 4月 有 申請した月の翌月 ○ 13,270 ○ 19,900

○ ○ ○ ○
各学校事務職への説明会の実施

前年度の1月 6月下旬 有 申請随時 ○ 30,000

○ ○ 前年度の9月 6月下旬 有 随時 ○ 13,650 ○ 20,470

○ ○

毎年度の進級時に教育委員会から学校経由で就学
援助制度の書類を配布

その他
無し（就学援助費支給規則の改正
が無ければ認定基準は変更無し） 6月下旬 有 随時,提出期限の定め無し ○ 13,650 ○ 20,470

○
前年度の12
月 6月下旬 有 随時

○ その他 無償化のため実施していない その他

無償化のため実施して
いない

無

○ ○ ○ 前年度の1月 6月下旬 有 随時,提出期限の定め無し

学用品費【基準】 【認定】 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等

Ⅲ　平成28年度準要保護就学援助額

小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

（１）項目毎の援助額

Ⅱ　就学援助制度の実施について

貴市区町村における就学援助制度の周知方法(複数回答） 就学援助の認定時期等

就学援助制度の周知方法



山梨県 甲府市

山梨県 富士吉田市
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山梨県 身延町

山梨県 南部町

山梨県 富士川町

山梨県 昭和町

山梨県 道志村

山梨県 西桂町

山梨県 忍野村

山梨県 山中湖村

山梨県 鳴沢村

山梨県
富士河口湖
町

山梨県 小菅村

山梨県 丹波山村

山梨県
河口湖南中
学校組合

該当団体数

都道府県 市町村名

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 2 2 2 11 11 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 8 8 8 1 1 0 3 3 0 14 14 14 4 4 0 2 2 0 14 14 14 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

○ 43,000 ○ 2,600 ○ 5,100

○ 2,230 ○ 27,311 ○ 1,570 1,510 ○ 3,620 3,620

○ 28,972 ○ 1,510 1,510 ○ 3,470 3,470

○ 2,230 ○ 40,033 ○ 1,550 1,550 ○ 3,570 3,570

○ 2,230 ○ 24,000 ○ 1,550 1,550 ○ 3,570 3,570

○ 0 ○ 30,000 30,000 ○ 1,510 1,510 ○ 3,470 3,470

○ 40,000 ○ 1,510 1,510 ○ 3,470 3,470

○ 2,230 ○ 43,200 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 430 ○ 3,620 522

○ 20,600 20,600 ○ 1,510 1,510 ○ 3,470 3,470

○ 21,490 21,490 ○ 1,570 379 ○ 3,620 170

○ 2,170 ○ 22,331 ○ 1,510

○ 2,230 2,230 ○ 40,325 ○ 11,320 11,320

○ 40,000 ○ 5,000

○ 1,085 ○ 46,234 ○ 755 ○ 1,735

○ 660 ○ 35,000 ○ 440 ○ 2,750

○ 2,090 ○ 36,000 36,000 ○ 1,510 0

○ 2,230 2,230 ○ 21,190 21,190 ○ 1,550 1,550 ○ 3,570 3,570

○ 2,170 ○ 45,080 ○ 1,510 1,510 ○ 3,470 3,470

○ 2,170 ○ 20,600 20,600 ○ 1,510 1,510 ○ 3,437 3,437

○ 2,170 ○ 20,600 ○ 1,510 ○ 3,470

○ 22,000 ○ 1,510 1,510 ○ 3,470 3,470

○ 23,000 ○ 785

○ 21,190 21,190

○ 25,675 ○ 1,570

通学用品費 通学費 修学旅行費 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費



山梨県 甲府市

山梨県 富士吉田市

山梨県 都留市

山梨県 山梨市

山梨県 大月市

山梨県 韮崎市

山梨県
南アルプス
市

山梨県 北杜市

山梨県 甲斐市

山梨県 笛吹市

山梨県 上野原市

山梨県 甲州市

山梨県 中央市

山梨県 市川三郷町

山梨県 早川町

山梨県 身延町

山梨県 南部町

山梨県 富士川町

山梨県 昭和町

山梨県 道志村

山梨県 西桂町

山梨県 忍野村

山梨県 山中湖村

山梨県 鳴沢村

山梨県
富士河口湖
町

山梨県 小菅村

山梨県 丹波山村

山梨県
河口湖南中
学校組合

該当団体数

都道府県 市町村名

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

・学用品費上限額は,1年生のみ11,420円
・支給平均額は,すべて28年度予算に計上した単価

学用品費　1学年：11,000円（年額）,２～６学年：13,270円

・学用品費　１年生：11,100円/２～６年生：13,270円
・通学費は対象費目であるが,実績がないため支給平均額は0円
・「支給平均額」は,平成28年度当初予算の計上単価を記入

学用品費（1年生）は,２～６年生の８４％

・通学費の支給平均額は,28度の執行見込額
・修学旅行費の支給平均額は,28年度の執行見込額
・校外活動費の支給平均額は,27年度の実績額

・学用品費　1年生11420円（48人）,その他の学年13650円（327人）
・校外活動費（宿泊を伴わないもの）（宿泊を伴うもの）はＨ27年度実績
・通学用品費は学用品費に合算して支給

修学旅行費については,28年度予算計上単価を記載

義務教育費無償化制度を実施している為,就学援助制度を実施していない

平均支給額については,平成28年度当初予算へ計上した一人当たりの単価を記入

・支給平均額は27年度実績
・学用品費　1学年　11,420円,2～6学年　13,650円

・実績なし
・対象者が発生した場合検討

無償化のため実施していない

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）



山梨県 甲府市

山梨県 富士吉田市

山梨県 都留市

山梨県 山梨市

山梨県 大月市

山梨県 韮崎市

山梨県
南アルプス
市

山梨県 北杜市

山梨県 甲斐市

山梨県 笛吹市

山梨県 上野原市

山梨県 甲州市

山梨県 中央市

山梨県 市川三郷町

山梨県 早川町

山梨県 身延町

山梨県 南部町

山梨県 富士川町

山梨県 昭和町

山梨県 道志村

山梨県 西桂町

山梨県 忍野村

山梨県 山中湖村

山梨県 鳴沢村

山梨県
富士河口湖
町

山梨県 小菅村

山梨県 丹波山村

山梨県
河口湖南中
学校組合

該当団体数

都道府県 市町村名

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

2 2 0 3 3 3 18 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 20 20 0 0 0 0 2 2 2 12 12 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 7 7 7 1 1 0

○ 24,550 22,700 ○ 23,550 ○ 70,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 84,685

○ ○ 22,900 ○ 67,127

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 67,771

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 60,000

○ 23,870 ○ 22,900 ○ 0 ○ 50,000 50,000

○ 23,800 ○ 22,900 ○ 62,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 43,200 ○ 57,590 57,590

○ 16,270 ○ 20,730 ○ 55,900 55,900

○ 24,550 ○ 23,550 ○ 57,590 54,569

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 66,360

○ 22,320 22,320 ○ 23,550 23,550 ○ 2,230 2,230 ○ 64,692

○ 24,965 ○ 22,900 ○ 65,409

○ 10,850 ○ 11,450 ○ 1,085 ○ 89,116

○ 13,200 ○ 660 ○ 70,000

○ 21,450 ○ 22,900 ○ 2,090 ○ 72,000 72,000

○ 22,320 22,320 ○ 23,550 23,550 ○ 2,230 2,230 ○ 57,290 57,290

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 71,876

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 55,900 55,900

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 55,900

○ 23,870 ○ 22,900 ○ 91,000

○ 25,000 ○ 122,510

○ 24,550 ○ 23,550 ○ 95,100

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 1,230 ○ 64,062

通学用品費

（１）費用毎の援助額

学用品費 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）



山梨県 甲府市

山梨県 富士吉田市

山梨県 都留市

山梨県 山梨市

山梨県 大月市

山梨県 韮崎市

山梨県
南アルプス
市

山梨県 北杜市

山梨県 甲斐市

山梨県 笛吹市

山梨県 上野原市

山梨県 甲州市

山梨県 中央市

山梨県 市川三郷町

山梨県 早川町

山梨県 身延町

山梨県 南部町

山梨県 富士川町

山梨県 昭和町

山梨県 道志村

山梨県 西桂町

山梨県 忍野村

山梨県 山中湖村

山梨県 鳴沢村

山梨県
富士河口湖
町

山梨県 小菅村

山梨県 丹波山村

山梨県
河口湖南中
学校組合

該当団体数

都道府県 市町村名

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

3 3 0 14 14 14 3 3 0 3 3 0 14 14 14 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

○ 2,100 ○ 8,700

・学用品費上限額は,1年生のみ22,320円
・支給平均額は,すべて27年度予算に計上した単価

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

○ 2,180 2,180 ○ 5,840 5,840
学用品費　1学年：21,700円（年額）,２～３学年：23,870円

○ 2,240 2,240 ○ 6,010 6,010

○ 2,240 2,240 ○ 6,010 6,010

○ 2,180 2,180 ○ 5,840 5,840

・学用品費　１年生：21,700円/２・３年生：23,870円
・通学費は対象費目であるが,実績がないため支給平均額は0円
・「支給平均額」は,平成28年度当初予算の計上単価を記入

○ 2,180 2,180 ○ 5,840 5,840
学用品費（1年生）は,２,３年生の９１％

○ 2,270 1,762 ○ 6,100 1,267

・通学費の支給平均額は,28年度の執行見込額
・修学旅行費の支給平均額は,28年度の執行見込額
・校外活動費の支給平均額は,27年度の実績額

○ 2,180 2,180 ○ 5,840 5,840

○ 2,270 700 ○ 6,100 248

・学用品費　1年生22320円（94人）,その他の学年24550円（199人）
・校外活動費（宿泊を伴わないもの）（宿泊を伴うもの）はＨ27年度実績より
・通学用品費は学用品費に合算して支給

○ 2,180

○ 16,460 16,460

○ 5,000

○ 1,090 ○ 2,920

義務教育費無償化制度を実施している為,就学援助制度を実施していない

○ 440 ○ 7,000
平均支給額については,平成28年度当初予算へ計上した一人当たりの単価を記入

○ 2,180 0

○ 2,240 2,240 ○ 6,010 6,010

○ 2,180 2,180 ○ 5,840 5,840

○ 2,180 2,180 ○ 5,840 5,840

○ 2,180 ○ 5,840

○ 2,180 2,180 ○ 5,840 5,840

○ 1,135

中学校は設置していない

○ 2,270

・支給平均額は27年度実績
・学用品費　1学年　22,320円,2～3学年　24,550円

・実績なし
・対象者が発生した場合検討

無償化のため実施していない

○ 7,885

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費校外活動費(宿泊を伴わないもの)


